
 

 

 

  令和６年７月１日採用 

社会福祉法人知立市社会福祉協議会職員採用試験要項 

 

【募集職種】     保健師又は社会福祉士 

            （相談支援専門員資格取得者又は受講資格所持者） 

 

      【勤 務 先】     知立市障害者相談支援センター 

                    

【受付期間】    令和６年４月１５日（月）～令和６年５月３１日（金） 

※午前９時～午後５時 （土・日・祝日・年末年始を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人知立市社会福祉協議会 

〒４７２－００１２ 知立市八ツ田町泉４３番地 

電話 （０５６６）８２－８８３３ 

 



１ 資格・受験資格・採用人員等 

 

必要資格 受験資格 学 歴 採用人員 

保健師 左記の資格を有し、相談支援専門員の資

格（実務経験＋相談支援従事者研修修

了）を有する人、又は相談支援専門員初

任者研修の受講資格を有する人 

不問 

 

若干名 

 
社会福祉士 

 

次に該当する人は受験できません。 

①成年被後見人又は被保佐人 

②禁固以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者   

③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

２ 受付期間  令和６年４月１５日（月）～令和６年５月３１日（金） 

      午前９時から午後５時まで 

[土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く] 

 

３ 提出書類 （１）採用試験申込書 １通 

（受付窓口又はホームページからのダウンロードで入手） 

（２）相談支援専門員資格のある方はその終了証の写し、保健 

師又は社会福祉士資格証の写し 

（※後日、原本確認） 

※相談支援従事初任者研修等の受験資格で応募される方は、職務 

履歴書を作成し、持参してください。 

 

４ 提 出 先  知立市地域福祉センター １階事務室 

（知立市福祉の里八ツ田内） 

      〒472-0012 知立市八ツ田町泉４３番地 

      電話 0566-82-8833  担当：髙木 

 

 

 

 



５ 試験種目及び内容 

（１） 受付面接試験  
    

 

受付面接日 
試 験 

種 目 
試  験  内  容 

   

随 時 

(土・日・祝日・年末年始を除く） 

受付面接

及び 

書類選考 

面接及び書類選考により本試験受験者を選

考（受付面接を行いますので、予めご連絡

の上、本人が必要書類を持参してくださ

い。） 

 

（２）本試験（受付面接試験合格者のみ）  

試験日 試験内容（予定） 結果通知 

６月中旬に予定 

9時 00分 

～9時 50分 

職員として必要な素質及び適性について

の試験（適性検査） 
本試験終

了後２週

間以内に

結果を通

知 

10時 00分～ 

11時 00分 

文章による表現力、課題に対する理解力等

についての一般的課題による記述試験（テ

ーマは当日発表） 

11時 10分～ 人物についての個人面接による試験 

※場合によって予定を変更することがあります。 

 

６ 試験会場  知立市地域福祉センター（知立市福祉の里八ツ田内） 

         知立市八ツ田町泉４３番地 

 

７ その他 

（１）提出された書類は、一切返却いたしません。 

（２）試験当日は、筆記用具をご持参ください。 

（３）受験資格の有無、提出種類の記載事項について、不正があったときは、

合格を取り消します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜参考事項＞ 

１ 給与 

初任給は、次のとおりです。 

職種 保健師・社会福祉士 

 

 

給料等 

【大学新卒の場合の例】 ２２２，６４０円～２８１，１６０円 

【短大卒の場合の例】  １９９，９８０円～２７９，５１０円 

※ 学歴に応じて初任給が変わります。 

※ 給料の額は知立市職員に準じ、社会経済情勢の変化に応じて改定さ

れます。 

※ 職務経験等を有する場合は、経験の内容あるいは期間に応じて給料

が増額調整されます。 

※ 上記の給与のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手

当、期末手当及び勤勉手当等がそれぞれ支給要件に応じて支給されま

す 

※ 昇給は、原則として毎年１回行われます。 

 

２ 勤務時間 

①勤務時間 

月曜日～金曜日 

午前８時３０分～午後５時１５分 ※時間外があります。 

②休日等 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２/２９～１/３） 

③休暇 

年次休暇・・・１年につき２０日（初年度は、採用月により月割りされます） 

特別休暇・・・結婚、忌引、出産、夏季休暇、病気休暇、介護休業、育児休業 

等有 

 

３ 福利厚生 

  ①健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。 

②全職員を対象として定期健康診断等、種々の健康管理制度があります。 

③福利厚生センター及び愛知県民間社会福祉事業職員共済会への加入により

種々の給付や祝い品を受けられるほか、資金の貸付なども受けられます。 

 

４ その他 

   将来、社会福祉協議会内部で異動があります。 


